
福知山市産業部産業課
TEL 0773-24-7075

本支援金は予算がなくなり次第終了します。

[通常枠] 
先端設備等導入計画の認定のみ

[中小企業伴走型・経営力強化業務枠] 

詳細はこちらをご覧ください
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が労働生産性の向上を図る

ために策定し、市町村の認定を受けることで固定資産税の特例等の支援

措置の対象となる設備投資計画です。

先端設備等導入計画の認定を受けること
雇用者給与等支給額を前年度比1.5％以上増加の方針を表明

注  [中小企業伴走型・経営力強化業務枠]の場合は採択されていること

※5社程度採択予定

紙の作業やアナログ業務、見直しませんか？

申請の際は必ずHPを御確認ください

等

市該当HP

本事業は国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施しております。

令和８年5月11日〜令和9年1月31日


